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はじめに 

 

近年頻発する大規模地震や豪雨により、多数の宅地で甚大な被害が発生し、宅地擁壁の倒壊が

多く見られている。熊本地震など、過去の大規模地震においては、現行の宅地造成等規制法なら

びに建築基準法で適用される技術基準に合わない擁壁や健全度の低い擁壁の被害が多い。このよ

うな擁壁は全国に多数存在すると考えられるため、実態把握と予防保全対策が急務である。 

これまで、宅地擁壁の危険度を判定するための資料として「宅地擁壁老朽化判定マニュアル

（案）」（平成 14 年 3 月、国土交通省）や「我が家の擁壁チェックシート（案）」（平成 14年 3

月、国土交通省）を作成・公表してきたが、判定後の具体的な対策（再構築・補強・補修）を示

すには至っていない。 

このため、宅地擁壁の危険度判定後の対策工法の選定方法などについて検討・整理し、既往の

判定マニュアルと併せて、「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル（案）」としてとり

まとめた。これにより、全国に存在する健全度の低い宅地擁壁の実態が把握され、地方公共団体

から宅地所有者等に対して指導・助言ならびに必要な勧告等がなされ、予防保全対策が講じられ

ることにより、宅地防災の推進を図る。 

なお、既往の「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（平成 14年 3月、国土交通省）は、現

在までに一定数の危険度判定が行われていることから当面公表を継続するが、今後の宅地擁壁の

健全度判定にあたっては、本マニュアルを適用することが望ましい。 
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Ⅰ編 総説 

 

１．目的 

宅地地盤に重大な影響が発生するのを事前に防止するため、宅地地盤の崖部に設置されてい

る宅地擁壁の健全度判定を実施し、健全度判定結果や現地状況等に応じて、補修・再構築・補

強等の対策方針を選定するとともに、対策工法や費用を概略想定することを目的とする。本マ

ニュアルは、行政担当者が指導・勧告・改善命令を行う場合や宅地所有者等が対策工法を選定

する場合等の参考に供することにより、全国に存在する健全度の低い宅地擁壁が対策されるこ

とで宅地防災の推進を図る。 

 

２．適用範囲 

本マニュアルは、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内に存する擁壁を対象と

するが、この定めを超えて一般の造成地等に使用することを妨げない。 

 

３．擁壁の種類 

擁壁の種類については次のように分類する（表Ⅰ-1 参照）。なお、④～⑦は宅地造成等規制

法等の技術的基準に適合しない、いわゆる不適格擁壁であり、構造の一体性や安定性が低いと

されていることから、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認することが望ま

しい。 

①練石積み造擁壁 

②重力式コンクリート擁壁 

③鉄筋コンクリート擁壁（プレキャストを含む） 

④空石積み擁壁（野面石積み・玉石積み等を含む） 

⑤増積み擁壁 

⑥二段擁壁 

⑦張出し床版付擁壁 

 

 

  



 

3 

表Ⅰ-1 擁壁の種類 

 種  類 概要図 写真 

①  練石積み造擁壁 

 

② 
重力式コンクリート 

擁壁 

 

 

③ 
鉄筋コンクリート擁壁 

（プレキャストを含む） 

 

 

④ 
空石積み擁壁 

（野面石積み・玉石積み等を含む） 

 

 

⑤ 増積み擁壁 

 

 

⑥ 二段擁壁 

 

 

⑦ 張出し床版付擁壁 

 

 

（写真①③⑥⑦の出典；被災宅地の調査・危険度判定マニュアル、被災宅地危険度判定連絡協議会、令和3年 9 月） 
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表Ⅰ-1 に示す擁壁の種類の分類にあたっては、以下の点に留意する。 

・間知石、間知ブロック積み擁壁：「①練石積み造擁壁」に分類する。 

・補強鉄筋を用いたコンクリートブロック造擁壁（ＣＰ型枠擁壁等） 

：「③鉄筋コンクリート擁壁」に分類する。 

・ガンタ積み擁壁       ：「④空石積み擁壁」に分類する。 

・大谷石積み造擁壁      ：「④空石積み擁壁」に分類することを基本とする

が、大臣認定を受けた構造（図Ⅰ-1 参照）の場合

もあるため、専門家に相談することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典1）被災宅地の調査・危険度判定マニュアル、被災宅地危険度判定連絡協議会、令和3 年 9月 

出典 2）既存造成宅地擁壁の老朽化診断 目視点検調査要領、国土交通省国土技術政策総合研究所、平成21 年 3月 

出典 3）宅地造成等規制法施行令第 14条に基づく国土交通大臣認定擁壁図集【2020 年度版】、（公社）全国宅地擁壁技術協会、

令和3年 4 月 

間知ブロック積み擁壁（平積）1） 

ガンタ積み擁壁 1） 大谷石積み造擁壁 1） 

間知ブロック積み擁壁（布積）2） 

補強鉄筋を用いたコンクリートブロック造擁壁（ＣＰ型枠擁壁の例） 

標準築造定規図 3） 
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・名  称 ：目地モルタルを使用する大谷石積み造擁壁 

・認定年月日：昭和 43年 11 月 20 日 

・認定番号 ：建設省計宅開発第 73 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-1 大谷石積み造擁壁の認定条件と標準築造定規図 

（出典；宅地造成等規制法施行令第 15条に基づく建設大臣認定擁壁図集、ぎょうせい、平成6年 7月（一部加筆修正）） 
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４．検討の流れ 

宅地擁壁の健全度判定ならびに予防保全対策は、図Ⅰ-2 の流れで検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ-2 宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策の検討フロー 

  

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測

量や対策工設計を実施 

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施 

健全度判定 

予防保全対策工の選定 

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・

改善命令の発令について検討するとともに、宅

地所有者に対して専門家への相談、予防保全対

策の実施について指導 

予防保全対策の実施 

擁壁補強工 擁壁補修工 擁壁再構築 

調査測量・対策工設計 

基礎点の採点 

変状点の採点 

基礎点と変状点の合計 

健全度の判定 

本マニュアルⅡ編 

本マニュアルⅢ編 

※ 基礎点と変状点の

採点は目視調査に

よる 

・定期的な健全度判定 

・経過観察が必要と判断された箇所は、変状の進行性を確認 

維持管理 
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Ⅱ編 宅地擁壁の健全度判定 

 

１．健全度の判定 

 

1.1 健全度判定の基本的な考え方 

宅地擁壁の健全度判定は、主に目視調査によることを基本とし、近い将来、擁壁倒壊などに

よって宅地地盤に重大な影響を与えるか否かの観点で実施する。なお、擁壁天端に設置されて

いる転落防止柵やブロック塀※の劣化状況などの宅地地盤に直接影響を与えないと考えるもの

については考慮しない。 

※ブロック塀背面に盛土されている場合は、増積み擁壁として検討する。また、背面に

盛土されていないブロック塀の荷重が擁壁の安定性に与える影響については、「既存

ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（発行：日本建築防災協

会、2019 年 2月 28 日初版）」等を参考に、別途検討することが望ましい。 

宅地擁壁の健全度判定は、擁壁の種類に応じて、それぞれの基礎点（環境条件・障害状況）

と変状点の組み合わせ（合計点）によるものとし、その宅地擁壁の劣化の背景となる環境条件

を十分に把握した上で、総合的な判定を行うものとする。 

 

1.2 基礎点項目 

（１）基礎点項目の解説 

宅地擁壁の健全度を事前に判断するための主な項目として、以下の事柄が明らかとなってい

る。 

・湧水（湿潤・しみ出し・流出等も含む）の量と変状量は相関性が高い。 

・排水施設、水抜き穴の不具合による地下水位の上昇は擁壁の劣化に大きな影響を及

ぼす。また、宅地造成等規制法における勧告・改善命令においても排水施設は防災

上重要な役割を有するため、宅地内排水施設について配慮する必要がある。 

・擁壁の高さと、その変状量は相関性が高い。 
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（２）地盤条件 

擁壁表面の湧水（浸潤・にじみ出し・流出等も含む）状況を以下の表Ⅱ-1で示すように分

類し、配点を行うものとする。 

 

表Ⅱ-1 湧水の状況分類表 

分類 内  容 模  式  図 

Ⅲ  擁壁表面がかわいている。 

Ⅱ 

 

常に擁壁表面が湿

っている。 

 

擁壁背後が湿潤

状態で目地や水抜

き穴から湿気が感じ

られる状態。 

Ⅰ 

 

水がしみ出し、流出

している。 

 

水抜き穴はあ る

が、天端付近で水

が浸透しやすい状

況にあり、かつ湧水

がある場合。 

 

  

良い 

悪い 
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（３）構造諸元 

① 排水施設等 

水抜き穴及び排水施設の状況を以下の表Ⅱ-2 で示すように分類し、配点を行うものとす

る。ただし、空積み擁壁の場合は、背面排水施設の設置状況についてのみ区分する。 

 

表Ⅱ-2 排水施設等の設置状況分類表 

分類 内  容 模 式 図 

Ⅲ 

3m2 に１ヶ所以上で、内径 75mm

以上の水抜き穴及び排水施設があ

るか、または、天端付近雨水の地

盤への浸透が阻止されている場

合。 

Ⅱ 

水抜き穴はあるが、天端付近で

雨水が浸透し水抜き穴の詰りが生

じている状況にある場合。 

 

Ⅰ 

水抜き穴が設置されていない

か、3 m2 に１ヶ所以上で、内径

75mm 以上を満たしていない場合

で雨水が浸透しやすい状況である

場合。 

 

 

② 擁壁高さ 

擁壁高さについては１ｍを超えるものを対象とし、その最大地上高さに応じて配点を行う

ものとする。 

 

（４）障害状況 

① 排水施設の障害 

排水施設の障害の程度を表Ⅱ-3 で示すように分類し、配点を行うものとする。また、

排水施設の障害のそれぞれの状況を以下に示す。 

・障害Ａとは、擁壁天端の排水溝に土砂が堆積し雑草が繁茂するなど、その排水機能

を損なうものを示す。さらに、排水溝の目地部分がずれるなど、擁壁背面部に水が

浸入する状況等を示す。 

・障害Ｂとは、擁壁の水抜き穴の詰まり、擁壁のクラックや目地からの湧水、天端の

小陥没などがある状況等を示す。 

・障害Ｃとしては、障害Ｂに加え、破損、沈下、ずれなどがあり排水機能が失われて

いる状況等を示す。 

  

良い 

悪い 
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② 劣化障害   

劣化障害の程度は、擁壁のタイプにより異なるため、表Ⅱ-4、表Ⅱ-5 で示すように分類

し、配点を行うものとする。また、劣化障害のそれぞれの状況を以下に示す。ただし、空積

み擁壁は対象外とする。 

1）練石積み造擁壁 

・障害Ａとは、擁壁の石積み、またはコンクリートブロックの表面が風化により摩耗

し、ざらざらとなっている状況等を示す。 

・障害Ｂとは、表面の摩耗に加え、合わせ目の破損が目立ち、目地モルタルが剥落し

ている状況等を示す。 

・障害Ｃとしては、表面の剥離や欠損などが目立ち、抜け石も見られるなど風化の末

期状況等を示す。 

2）重力式・鉄筋コンクリート擁壁 

(ⅰ) 全面劣化障害 

・障害Ａとは、擁壁全面に規則性のないクラックが散見される状況等を示す。 

・障害Ｂとは、障害Ａに加え、アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが発生して

いる状況等を示す。 

・障害Ｃとは、アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが明確となり、そのクラッ

ク幅も大きい状況等を示す。 

(ⅱ) 端面劣化障害 

・障害Ａとは、積雪寒冷地等における凍害により擁壁端面の長手方向に沿って細かな

クラックが発生している状況等を示す。 

・障害Ｂとは、擁壁端面周辺の長手方向に沿ってクラックが多数発生している状況等

を示す。 

・障害Ｃとは、凍害によるポップアウトやスケーリング現象を生じるなど、擁壁端面

周辺の長手方向に広範囲にクラックが発生し、角が欠け落ちている状況等を示す。 

 

③ 白色生成物障害 

白色生成物障害の程度は、擁壁のタイプにより異なるため、表Ⅱ-6で示すように分類

し、配点を行うものとする。また、白色生成物障害のそれぞれの状況を以下に示す。ただ

し、空積み擁壁は対象外とする。 

1）練石積み造擁壁 

・障害Ａとは、積石の一部から裏込めコンクリートの白色生成物が析出している状況

等を示す。 

・障害Ｂとは、積石の数箇所から白色生成物が析出しており、その高さが一定である

状況等を示す。 

・障害Ｃとは、積石の全面に白色生成物が析出し、漏水も見られる状況等を示す。 
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2）重力式・鉄筋コンクリート擁壁 

・障害Ａとは、擁壁表面のクラックが生じている一部に白色生成物が析出している状

況等を示す。 

・障害Ｂとは、擁壁表面の数箇所のクラックを生じている部分に、白色生成物が析出

している状況等を示す。 

・障害Ｃとは、擁壁全面に白色生成物が析出し、漏水も見られる状況等を示す。 
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表Ⅱ-3 排水施設の障害の程度〔Ａ，Ｂ，Ｃ〕の説明 

タイプ 障  害 障 害 Ａ 障 害 Ｂ 障 害 Ｃ 

全
擁
壁
共
通 

排水施設の変状 

 

主な現象の説明 

天端排水溝にずれ、欠損があ

る。または天端背面にクラック
が見られる。 

左に加え、擁壁のクラックまた

は目地からの湧水があり、天端
には小陥没も見られる。 

左に加え、破損があり、排水機
能が失われている。 

 

表Ⅱ-4 劣化障害の程度〔Ａ，Ｂ，Ｃ〕の説明（１） 

タイプ 障  害 障 害 Ａ 障 害 Ｂ 障 害 Ｃ 

練
石
積
み
造
擁
壁 

劣化 

（風化、湧水等

による侵食） 

 

主な現象の説明 
表面が摩耗しざらざらしてい

る。 
合わせ目の破損が目立つ。 

表面が剝離したり、欠損が目立

ち、抜け石も見られる。 

主な想定原因 ・風化の初期 ・風化の中期 ・風化の末期 

重
力
式
コ
ン
ク
リ―

ト
擁
壁 

全面劣化 

（アルカリ骨材

反応） 

 

主な現象の説明 
擁壁全面に規則性のないクラ
ックが散見される。 

擁壁全面全体に規則性のない、

または亀甲状のクラックが発
生している。 

擁壁全面全体に亀甲状のクラ

ックが発生しており、クラック
幅も大きい。 

主な想定原因 

・アルカリ骨材反応 

・混和材の不均一な分散 
・長時間の練混ぜ 
・セメントの異常凝結 

・骨材中の泥分混入 

・アルカリ骨材反応 ・アルカリ骨材反応 

端面劣化 

（凍害） 

  

主な現象の説明 

擁壁端面の長手方向に沿って
細かなクラックが発生してい
る。 

擁壁端面周辺の長手方向に沿
って細かなクラックが多数発
生している。 

擁壁端面周辺の長手方向に広
範囲にクラックが発生し、かつ
角が欠け落ちている。 

主な想定原因 ・凍害 ・凍害 
・凍害 
・凍害によるポップアウト、ス
ケーリング 
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表Ⅱ-5 劣化障害の程度〔Ａ，Ｂ，Ｃ〕の説明（２）  

タイプ 障  害 障 害 Ａ 障 害 Ｂ 障 害 Ｃ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ―

ト
擁
壁 

全面劣化 

（アルカリ骨材

反応） 

 

主な現象の説明 
擁壁全面に規則性のないクラ
ックが散見される。 

擁壁全面全体に規則性のない、

または亀甲状のクラックが発
生している。 

擁壁全面全体に亀甲状のクラ

ックが発生しており、クラック
幅も大きい。 

主な想定原因 

・アルカリ骨材反応 
・混和材の不均一な分散 
・長時間の練混ぜ 

・セメントの異常凝結 
・骨材中の泥分混入 

・アルカリ骨材反応 ・アルカリ骨材反応 

端面劣化 

（凍害） 

 

主な現象の説明 

擁壁端面の長手方向に沿って
細かなクラックが発生してい
る。 

擁壁端面周辺の長手方向に沿
って細かなクラックが多数発
生している。 

擁壁端面周辺の長手方向に広
範囲にクラックが発生し、かつ
角が欠け落ちている。 

主な想定原因 ・凍害 ・凍害 
・凍害 
・凍害によるポップアウト、ス

ケーリング 

 

  



 

14 

表Ⅱ-6 白色生成物障害の程度〔Ａ，Ｂ，Ｃ〕の説明  

タイプ 障  害 障 害 Ａ 障 害 Ｂ 障 害 Ｃ 

練
石
積
み
造
擁
壁 

白色生成物 

（裏込コンクリ

ートのクラッ

ク） 

 

主な現象の説明 
積石の一部から白色生成物が
析出している。 

積石の数カ所から白色生成物

が析出している。またその高さ
が一定である。 

積石の全体に白色生成物が析

出し、漏水も見られる。 
 

主な想定原因 
・裏込コンクリートにクラック
が入っている。 

・裏込コンクリートにクラック
が入り、積石の目地に隙間が

できている。 

・裏込コンクリート全体にクラ
ックが発生している可能性が
ある。 

・コンクリートブロックのアル
カリ骨材反応。 

重
力
式
コ
ン
ク
リ―

ト
擁
壁 

白色生成物の析

出（コンクリー

トの背面からの

クラック） 

 

主な現象の説明 
壁面の一部から白色生成物が

析出している。 

壁面の数カ所から白色生成物
が析出している。またその高さ
が一定である。 

壁面全体に白色生成物が析出
し、漏水も見られる。 
 

主な想定原因 
・コンクリート背面からクラッ
クが入っている。 

・コンクリート背面に数カ所ク
ラックが入っている。 

・コンクリート背面全体にクラ
ックが発生している可能性が

ある。 
・コンクリートのアルカリ骨材
反応。 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ―

ト
擁
壁 

白色生成物の析

出（コンクリー

トの背面からの

クラック） 

 

主な現象の説明 
壁面の一部から白色生成物が
析出している。 

壁面の数カ所から白色生成物

が析出している。またその高さ
が一定である。 

壁面全体に白色生成物が析出

し、漏水も見られる。 
 

主な想定原因 
・コンクリート背面からクラッ

クが入っている。 

・コンクリート背面に数カ所ク

ラックが入っている。 

・コンクリート背面全体にクラ

ックが発生している可能性が
ある。 
・コンクリートのアルカリ骨材

反応。 
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1.3 基礎点項目と配点 

擁壁の基礎点について、以下の表Ⅱ-7により配点を行う。 

この際、基礎点の配点は、環境条件の最大点(a)と障害状況の最大点(b)の加点〔(a)＋

(b)〕とする。 

 

表Ⅱ-7 擁壁の基礎点項目と配点表  

区 分 項 目 分 類 配 点 備   考 

基 
 
 

 
 

 

礎 
 
 
 

 
 

点 

環 

境 

条 

件 

 

（a） 

地
盤
条
件 

湧 水 

Ⅲ 0 

擁壁背後地盤からの擁壁表面に対する

湧水程度を示したものである。 
Ⅱ 0.5 

Ⅰ 1.0 

構 

造 

諸 

元 

排 水 

施設等 

Ⅲ 0 

空積み擁壁の場合は、背面排水施設の

設置状況のみについて区分する。 
Ⅱ 1.0 

Ⅰ 2.0 

擁壁高さ 

1m＜Ｈ≦3ｍ 0 

Ｈ：擁壁の最大地上高さ 
3m＜Ｈ≦4ｍ 1.0 

4m＜Ｈ≦5ｍ 1.5 

5m＜Ｈ 2.0 

障 

害 

状 

況 

 

（b） 

排水施設 

の障害 

異常なし 0 

天端排水溝のずれや水抜き孔の詰まり

など、排水施設の機能障害状況を示して

いる。 

障害Ａ 0.5 

障害Ｂ 1.0 

障害Ｃ 1.5 

劣化障害 

異常なし 0 
練石積み造擁壁は、風化、湧水等によ

る侵食程度の劣化状況を示している。ま

た、重力式及び鉄筋コンクリート擁壁

は、アルカリ骨材反応の全面劣化及び当

該の端面劣化状況を示している。 

障害Ａ 0.5 

障害Ｂ 1.0 

障害Ｃ 1.5 

白色生成 

物障害 

異常なし 0 練石積み造擁壁は裏込コンクリートの

クラックによる白色生成物を示してい

る。また、重力式及び鉄筋コンクリート

擁壁は、コンクリートの背面からのクラ

ックによる白色生成物の析出を示してい

る。 

障害Ａ 0.5 

障害Ｂ 1.0 

障害Ｃ 1.5 
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1.4 変状点項目と配点 

宅地擁壁の変状の形態は、各種擁壁の種類にかかわらず同様の項目に整理し、変状の程度を

以下のように三つに分類するものとする。 

①小変状：変状を生じているが、その部分を補修することにより、その機能が回復するもの

（使用限界状態）。 

②中変状：被災を受けており、補修または部分的な改修によりその機能が回復するもの 

（損傷限界状態）。 

③大変状：致命的な打撃を受け、その機能を失っているもの。また、復旧には全体の改修を

要するもの（終局限界状態）。 

宅地擁壁の変状点項目は、その軽微なものから大きいものまで項目別に整理し、各現象・想

定原因別に分類した表Ⅱ-9～表Ⅱ-17 を基に、以下の表Ⅱ-8のとおり配点するものとする。 

この際、宅地擁壁の変状点項目の配点は、表Ⅱ-8の配点における最大点を採用する。 

ただし、小変状にも該当しない微小な変状の場合の配点は 0 点とする。 

 

表Ⅱ-8 宅地擁壁の変状点項目と配点表  注１） 

区分  

項目 

程度 小変状 中変状 大変状 

擁壁種類 
鉄筋 

コンク 

重力式 

コンク 
練石積み 増積み 二段 張出し 

鉄筋 

コンク 

重力式 

コンク 
練石積み 増積み 二段 張出し

鉄筋

コンク

重力式

コンク
練石積み 増積み 二段 張出し

変 
 

 
 

 

状 
 

 
 

 

点 

擁 
 

 
 

 

壁 

縦クラック 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

コーナー部クラック 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

水平移動 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

横クラック 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

不同沈下 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5

目地の開き 3.0  4.0 4.5 5.0 5.5 4.5  5.5 6.0 6.5 7.0 6.0  7.0 7.5 8.0 8.5

ふくらみ   4.5 5.0 5.5 6.0   6.0 6.5 7.0 7.5   8.0 8.5 9.0 9.5

傾斜・折損 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 7.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 9.5

鉄筋の腐食  注２） 4.5   6.0 6.5 7.0 6.0   7.5 8.0 8.5 8.0   9.5 10.0 10.0

張出し床版付擁壁の
支柱の損傷 

     8.0      9.0      10.0

空石積み擁壁の変状 5.0 6.5 8.0 

 

注１） コンク：コンクリート 

注２） 鉄筋コンクリートの場合のみ考慮する。 
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表Ⅱ-9 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（練石積み造擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

縦クラック 

（不同沈下・前後

のずれ） 

  

主な現象の説明 
擁壁前面の積石に沿って縦クラッ
クが発生している。 

積石に沿ったクラックの幅が大き
く、すきまができている。 

擁壁が縦のすきまを境に前後また
は上下にずれている。 

主な想定原因 
・背面土圧増大 
・地盤不同沈下 

・同左 ・同左 

コーナー部 

クラック 

（背面土圧増大） 

 

主な現象の説明 
出隅部に斜め方向にせん断クラッ
クが発生している。 

出隅部に斜め方向にせん断クラッ
クが発生し、かつ漏水あとがある。

出隅部に斜め方向に生じているせ
ん断クラックが広がり、ズレが生じ

ている。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 

水平移動 

（偏土圧の作用） 

   

主な現象の説明 
擁壁目地部で 5mm 未満の前後のず
れが見られる。 

擁壁目地部に 5mm～2cm 未満のずれ
が拡大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上のずれが更
に拡大している。 

主な想定原因 ・偏土圧の作用 ・同左 ・同左 

横クラック 

   

主な現象の説明 

擁壁中央付近の積石の目地部に沿
って水平方向のクラックが発生し

ている。 

擁壁中央付近の積石の目地部、及び
積石自体にも水平方向のクラック

が発生している。 

擁壁中央付近の積石の目地部、及び

積石に水平方向のクラックが発生
しており、さらにクラックが開いて
いる。 

主な想定原因 背面土圧の増加あるいは減少。 

打継ぎ部の乾燥収縮によるはがれ
（上部と下部の材令差による横方
向の力が働き、弱い部分にクラック

が入った場合）。 
背面土圧の減少。 

打継ぎ部の乾燥収縮によるはがれ
背面土圧の大幅な減少。 
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表Ⅱ-10 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（練石積み造擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

不同沈下 

（目地上下・偏土

圧の増大等） 

   

主な現象の説明 
擁壁目地部に 5mm 未満の上下の段
差が生じている。 

擁壁目地部に 5mm～2cm 未満の段差
が拡大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上の段差が更

に大きくなり、前後にもずれが発生
している。 

主な想定原因 ・背面偏土圧の作用 ・同左 
・同左 
・支持地盤の予期せぬ沈下 

目地の開き

[コーナー部] 

(背面土圧の増大

等） 

   

主な現象の説明 
擁壁コーナー部目地がわずかに開

いている。 
目地のひらきが拡大している。 

目地のひらきが更に拡大し、擁壁ど
うしが前後または上下にずれてい
る。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・同左 
・同左 
・支持地盤の予期せぬ沈下 

ふくらみ 

（偏土圧の作用） 

   

主な現象の説明 擁壁全面が前方へふくらんでいる。 
ふくらみが更に大きくなり途中の
積石間にすきまが生じている。 

全面へのふくらみが大きく、途中の
積石に落下が見られる。 

主な想定原因 ・背面偏土圧の作用 ・同左 ・同左 

傾斜・折損 

(背面土圧・荷重の

増大） 

（前倒し） 

   

主な現象の説明 擁壁全面がわずかに前後している。 
擁壁全面が明らかに前傾しており、

目視ではっきり解る状態である。

擁壁全面が明らかに前傾し、かつ途

中に折損がみられる。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・同左 
・同左 
・背面荷重の増大 
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表Ⅱ-11 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（練石積み造擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

傾斜・折損 

(背面土の沈下） 

（後倒し） 

   

主な現象の説明 擁壁全面がわずかに後傾している。 
擁壁全面が明らかに後傾しており、

目視ではっきり解る状態である。

擁壁全面が明らかに後傾し、かつ途

中に折損がみられる。 

主な想定原因 ・背面土の沈下 ・同左 ・同左 
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表Ⅱ-12 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（重力式コンクリート擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

縦クラック 

（温度応力・乾燥

収縮・鉄筋腐食） 

   

主な現象の説明 
鉛直方向にある間隔をおいてクラ

ックが発生している。 

鉛直方向に一定間隔で大きなクラ

ックが発生している。 

鉛直方向に一定間隔でクラックが

発生し、かつ錆汁が発生している。

主な想定原因 
・温度応力によるクラック 
・乾燥収縮によるクラック 

・温度応力によるクラック 

・乾燥収縮によるクラック 
・鉄筋腐食によるクラック 

・乾燥収縮によるクラック 
・鉄筋腐食によるクラック 

コーナー部 

クラック 

（偏土圧の作用） 

 

主な現象の説明 
出隅部に斜め方向にせん断クラッ

クが発生している。 

出隅部に斜め方向にせん断クラッ

クが発生し、かつ漏水あとがある。

出隅部に斜め方向に生じているせ
ん断クラックが広がり、ズレが生じ
ている。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 

ジャンカ・豆板 

（コールドジョイ

ント） 

   

主な現象の説明 
部分的に線状に粗骨材が露出して

いる（ジャンカ・豆板）。 

線状に打設面（コールドジョイン
ト）が現れており、それに沿ってひ
び割れが発生している。 

線状の打設面（コールドジョイン
ト）が多数見られ、それに沿ってク
ラックが発生している。 

主な想定原因 
・打ちこまれたコンクリートの中
の一部に粗骨材だけが集中した。 

・施工時に生じたコールドジョイ
ント 

・施工時に生じたコールドジョイ
ント 

水平移動 

（偏土圧の作用） 

   

主な現象の説明 
擁壁目地部で 5mm 未満の前後のず
れが見られる。 

擁壁目地部に 5mm～2cm 以上のずれ
が拡大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上のずれが更
に前後に拡大している。 

主な想定原因 ・偏土圧の作用 ・同左 ・同左 
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表Ⅱ-13 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（重力式コンクリート擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

コンクリート不均

一による不同沈下 

（ブリーディン

グ・コールドジョ

イント） 

   

主な現象の説明 

擁壁天端付近に一定間隔で断続的

にクラックが発生している。また、
擁壁側面に断続的に横方向の短い
クラックが発生している。 

擁壁側面に施工時の打設面（コール

ドジョイント）が図のように発生し
ており、その上部に比較的大きなク
ラックが発生している。 

擁壁側面に比較的大きな斜めクラ

ックが図のように発生している。ま
た、クラックから白色生成物が析出
している。 

主な想定原因 
・ブリ-ディング 
・コンクリート沈下 

・コールドジョイント 
・コンクリート沈下 

・地盤の予期せぬ不同沈下 
・クラックから遊離石灰が析出 

地盤による 

不同沈下 

（目地上下・偏土

圧の増大等） 

   

主な現象の説明 
擁壁目地部で 5mm 未満の段差が生
じている。 

擁壁目地部に 5mm～2cm 未満の段差
が拡大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上の段差が更
に大きくなり、前後にもずれが発生

している。 

主な想定原因 ・背面偏土圧の作用 ・同左 
・同左 

・支持地盤の予期せぬ沈下 

傾斜・折損 

（背面土圧の増

大） 

  

主な現象の説明 擁壁全面がわずかに前傾している。 
擁壁全面が明らかに前傾しており、
目視ではっきり解る状態である。

擁壁全面が明らかに前傾しかつ途
中に折損がみられる。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・同左 
・同左 
・背面荷重の増大 
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表Ⅱ-14 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（鉄筋コンクリート擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

縦クラック 

（温度応力・乾燥

収縮・鉄筋腐食） 

  

主な現象の説明 
鉛直方向にある間隔をおいてクラ
ックが発生している。 

鉛直方向に一定間隔で大きなクラ
ックが発生している。 

鉛直方向に一定間隔でクラックが
発生し、かつ錆汁が発生している。

主な想定原因 
・温度応力によるクラック 

・乾燥収縮によるクラック 

・温度応力によるクラック 
・乾燥収縮によるクラック 
・鉄筋腐食によるクラック 

・乾燥収縮によるクラック 

・鉄筋腐食によるクラック 

コーナー部 

クラック 

（偏土圧の作用） 

 

主な現象の説明 
出隅部に斜め方向にせん断クラッ
クが発生している。 

出隅部に斜め方向にせん断クラッ
クが発生し、かつ漏水あとがある。

出隅部に斜め方向に生じているせ

ん断クラックが広がり、ズレが生じ
ている。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 ・背面土圧の増大 

ジャンカ・豆板 

（コールドジョイ

ント） 

 

主な現象の説明 
部分的に線状に粗骨材が露出して
いる（ジャンカ・豆板）。 

線状に打設面（コールドジョイン
ト）が現れており、それに沿ってひ

び割れが発生している。 

線状の打設面（コールドジョイン
ト）が多数見られ、それに沿ってク

ラックが発生している。 

主な想定原因 
・打ちこまれたコンクリートの中
の一部に粗骨材だけが集中した。 

・施工時に生じたコールドジョイ
ント 

・施工時に生じたコールドジョイ
ント 

水平移動 

（偏土圧の作用） 

  

主な現象の説明 擁壁目地部に 5mm 未満の前後のず
れが見られる。 

擁壁目地部に 5mm～2cm のずれが拡
大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上のずれが更
に前後に拡大している。 

主な想定原因 ・偏土圧の作用 ・同左 ・同左 
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表Ⅱ-15 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（鉄筋コンクリート擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

コンクリート不均

一による不同沈下 

（ブリーディン

グ・コールドジョ

イント） 

  

主な現象の説明 

擁壁天端付近に一定間隔で断続的

にクラックが発生している。また、
擁壁側面に断続的に横方向の短い
クラックが発生している。 

擁壁側面に施工時の打設面（コール

ドジョイント）が図のように発生し
ており、その上部に比較的大きなク
ラックが発生している。 

擁壁側面に比較的大きな斜めクラ

ックが図のように発生している。ま
た、クラックから白色生成物が析出
している。 

主な想定原因 
・ブリ-ディング 
・コンクリート沈下 

・コールドジョイント 
・コンクリート沈下 

・地盤の予期せぬ不同沈下 
・クラックから遊離石灰が析出 

地盤による 

不同沈下 

（目地上下・偏土

圧の増大等） 

   

主な現象の説明 
擁壁目地部に 5mm 未満の段差が生
じている。 

擁壁目地部に 5mm～2cm 未満の段差
が拡大している。 

擁壁目地部に 2cm 以上の段差が更

に大きくなり、前後にもずれが発生
している。 

主な想定原因 ・背面偏土圧の作用 ・同左 
・同左 

・支持地盤の予期せぬ沈下 

目地の開き

[コーナー部] 

(背面土圧の増大

等） 

 

主な現象の説明 
擁壁コーナー部目地に 5mm 未満の
わずかな開きがある。 

擁壁目地に 5mm～2cm 未満の開きが
拡大している。 

擁壁目地に 2cm 以上の開きが更に

拡大し、擁壁同士が前後または上下
にずれている。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・同左 
・同左 
・支持地盤の予期せぬ沈下 

傾斜・折損 

（背面土圧の増

大） 

  

主な現象の説明 擁壁全面がわずかに前傾（後傾）し
ている。 

擁壁全面が明らかに前傾（後傾）し
ており、目視ではっきり解る状態で

ある。 

擁壁全面が明らかに前傾（後傾）し、
かつ途中に折損がみられる。 

主な想定原因 ・背面土圧の増大 ・同左 
・同左 
・背面荷重の増大 
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表Ⅱ-16 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（鉄筋コンクリート擁壁） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

鉄筋腐食 

（塩害・中性化） 

 

主な現象の説明 
擁壁側面に鉛直または水平方向に、
短いクラックが発生している。 

擁壁側面に比較的広範囲に鉛直、水
平方向にクラックが発生しており、

錆汁も認められる。 

擁壁側面に広範囲に鉛直、水平方向

にクラックが発しており、かつかぶ
りコンクリートの剥離、鉄筋の腐食
が認められる。 

主な想定原因 ・鉄筋腐食（塩害・中性化） ・同左 ・同左 
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表Ⅱ-17 宅地擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明（その他） 

 小 変 状 中 変 状 大 変 状 

張出し床版付擁壁

の支柱の損傷 

   

主な現象の説明 支柱にクラックが生じる。 
支柱にクラックが入っており、かつ
擁壁にも変状が生じる。 

支柱のコンクリートが剥がれて鉄

筋が露出している。擁壁にもクラッ
クが入っている。 

主な想定原因 
・温度応力によるクラック 
・老朽劣化の進行 

・温度応力によるクラック 

・乾燥収縮によるクラック 
・老朽劣化の進行 

・湿度応力によるクラック 
・乾燥収縮によるクラック 
・鉄筋腐食によるクラック 

・老朽劣化の進行 

空石積（または大

谷石積み）の変状 

  

 

主な現象の説明 
表面が摩耗・劣化している。破損も
目立つ。 

空石積に横亀裂を生じ、その一部に
抜け石等が見られる。 

擁壁背面の土圧により空石積が、ふ
くらみ、崩壊に至る。 

主な想定原因 
年数がたち、老朽化し、石の強度が
低下している。 

背面の砂層等に地下水が浸透する
ことにより膨張して積石を押し出

す。 

背面土に雨水や地下水が浸透し、単
位体積重量の増大、内部摩擦角の減
少等により土圧が増大する。進行性

であれば危険なので取り壊し、改善
策を講じる。 
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２．健全度の判定区分 

宅地擁壁の健全度の判定は、表Ⅱ-7 の基礎点に加え表Ⅱ-8の変状点の最大点を加算し、表

Ⅱ-18に示す健全度判定区分により行うものとする。 

 

健全度の判定＝基礎点＋変状点 

・基礎点＝環境条件の最大点＋障害状況の最大点（表Ⅱ-7参照） 

・変状点＝擁壁の変状の最大点（表Ⅱ-8 参照） 

 

表Ⅱ-18 宅地擁壁の健全度判定区分 

基礎点＋変状点 
健全度 

判定区分 
判定内容※ 

5.0 点未満 高 

小さなクラック等の変状を必要に応じて補修し、雨水

の浸透を防止すれば、当面の危険性はないと考えられる

宅地擁壁である。 

5.0 点以上 

～9.0 点未満 
中 

変状程度の著しい宅地擁壁であるが、必要に応じて補

修を実施したうえで、経過観察で対応する。その結果、

変状が進行性のものとなった場合は継続的に点検を行う

ものとする。また、変状等の内容及び規模により、必要

に応じて勧告・改善命令の発令を検討し、予防保全対策

の必要性についても検討を行う必要がある。 

9.0 点以上 低 

変状等の程度が特に顕著で、危険な宅地擁壁である。

早急に所有者等に対しての勧告・改善命令の発令を検討

する必要があり、予防保全対策を行うとともに、周辺に

被害を及ぼさないよう指導する。 

※判定内容に示す対応は、原則であり、擁壁の種類や変状の有無を踏まえてⅢ編で検討のう

え実施する必要がある。 

 

なお、国土交通省国土技術政策総合研究所は、「既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェッ

クシート」を公開している。この判定チェックシートの危険度評価区分を健全度判定区分に修

正するとともに、公開されていない擁壁の種類は判定チェックシートを参考に作成した（表Ⅱ

-19～表Ⅱ-31）。 

（国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ http://www.nilim.go.jp/lab/jbg/takuti/youheki.html 

参照：2022-03-10） 
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表Ⅱ-19 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（練石積み造擁壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（一部修正）） 
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表Ⅱ-20 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（重力式コンクリート擁壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（一部修正）） 



 

29 

表Ⅱ-21 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（鉄筋コンクリート擁壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（一部修正）） 
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表Ⅱ-22 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（空石積み擁壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（一部修正）） 
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表Ⅱ-23 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（増積み擁壁（総括）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）下部擁壁、増積み部について、それぞれの擁壁の種類に応じて表Ⅱ-24～表Ⅱ-26 により、

基礎点と変状点を採点する。その結果を、本シート（表Ⅱ-23）に転記し、基礎点の最大

点と変状点の最大点を合計し、健全度判定区分を行う。 

注 2）増積み部が、背面に盛土されたブロック塀の場合、下部擁壁の種類に応じて表Ⅱ-24～表

Ⅱ-26により基礎点と変状点を採点し、同表で基礎点と変状点を合計して健全度判定区分

を行う（例えば、下部擁壁が練り積み造擁壁、増積み部が背面に盛土されたブロック塀の

場合、「増積み擁壁（練積み造擁壁）」の記録シート（表Ⅱ-24）を用いる。クラック等の

変状は、下部擁壁、増積み部ともに同表で採点する）。 

注 3）擁壁高さは、下部擁壁と増積み部の合計高とする。 

 

  

（出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 



 

32 

表Ⅱ-24 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（増積み擁壁（練積み造擁壁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-25 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（増積み擁壁（重力式コンクリート擁壁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-26 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（増積み擁壁（鉄筋コンクリート擁壁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-27 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（二段擁壁（総括）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）上段擁壁、下段擁壁について、それぞれの擁壁の種類に応じて表Ⅱ-28～表Ⅱ-30 により、

基礎点と変状点を採点する。その結果を、本シート（表Ⅱ-27）に転記し、基礎点の最大

点と変状点の最大点を合計し、健全度判定区分を行う。 

注 2）擁壁高さは、上段擁壁と下段擁壁の合計高とする。 

 

 

 

 

 

  

（出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-28 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（二段擁壁（練積み造擁壁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-29 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（二段擁壁（重力式コンクリート擁壁）） 

 

 

  

（出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-30 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（二段擁壁（鉄筋コンクリート擁壁）） 

 

 

  

（出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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表Ⅱ-31 宅地擁壁の健全度判定に用いる記録シート（張出し床版付擁壁（練石積み造擁壁）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （出典；既存造成宅地擁壁の老朽化診断 判定チェックシート、国土交通省国土技術政策総合研究所HP（参考に作成）） 
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Ⅲ編 宅地擁壁の予防保全対策 

 

１．予防保全対策工の分類 

宅地擁壁の予防保全対策工は、次のように分類される。 

・擁壁再構築：宅地擁壁を全面的または部分的に解体・撤去し、宅地造成等規制法または

建築基準法の技術基準に適合する新しい擁壁（以下、適合擁壁）を、改め

て築造する対策工。 

・擁壁補強工：既存の宅地擁壁の強度を高め、適合擁壁と同等以上に機能回復または機能

向上を図る対策工。 

・擁壁補修工：宅地擁壁の変状を部分的または全面的に手当し、変状進行防止あるいは変

状が生じる前の状態程度まで機能回復を図る対策工。 

 

宅地擁壁の予防保全対策工の代表的な工法としては表Ⅲ-1に示すものが挙げられ、各工

法の概要を表Ⅲ-2～表Ⅲ-4 に示す。なお、これらの工法と同等の効果が得られる新工法等

を適用することを妨げない。 

 

表Ⅲ-1 宅地擁壁の予防保全対策工とその工法例 

予防保全対策工 予防保全対策工法の例 

擁壁再構築 
練石積み造擁壁工法、鉄筋コンクリート擁壁工法（L 型・逆 T 式等）、

重力式コンクリート擁壁工法 など 

擁壁補強工 
グラウンドアンカー工法、地山補強土工法、網状鉄筋挿入工法、杭工

法、固結工法 など 

擁壁補修工 
目地詰め工法、沿打工法、法枠工法、吹付工法、軽量盛土工法、ネッ

ト補強工法 など 

 

 

【待ち受け工】 

宅地擁壁が崩壊した際に、崩壊土砂が下方の土地へ流

出することを遮断し待ち受ける対策工。対策工法とし

ては防護擁壁工法などがあり、上部宅地擁壁の対策が

実施されない場合に、下部宅地で本工法を適用するこ

とが考えられる。 
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表Ⅲ-2 宅地擁壁の代表的な予防保全対策工法の概要（擁壁再構築） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（模式図の出典；宅地防災マニュアルの解説［第三次改訂版］、令和4 年 2月、編集 宅地防災研究会、ぎょうせい） 
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表Ⅲ-3 宅地擁壁の代表的な予防保全対策工法の概要（擁壁補強工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（模式図の出典；大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説、平成27年 5 月、国土交通省） 

 

  

グラウンドアンカー工 

法枠工等 

コンクリート張工 

盛土

基盤 

法枠工等 
住宅

住宅

住宅 

住宅 

杭

鉄筋挿入工 
(引張補強) 

改良体 

鉄筋挿入工 
(圧縮補強) 
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表Ⅲ-4 宅地擁壁の代表的な予防保全対策工法の概要（擁壁補修工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（模式図の出典） 

・ネット補強工法；大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説、平成27年 5月、国土交通省（加筆修正） 

・上記以外の工法；被災宅地災害復旧技術マニュアル（暫定版）－新潟県中越地震対応－、平成16年 12月、新潟県・国土交通省 

  

クラック目地詰め補強 
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２．予防保全対策工の選定 

宅地擁壁の予防保全対策工は、Ⅱ編で判定した健全度判定区分に基づき、擁壁の種類に応

じて選定する。 

 

2.1 対策工選定の考え方と検討フロー 

本節では、宅地擁壁の予防保全対策工選定の考え方と検討フローを示す。擁壁の種類に対

応した検討フローの図番号は以下のとおり。 

（１）練石積み造擁壁  ----------------------------------------  図Ⅲ-1 

（２）重力式コンクリート擁壁および鉄筋コンクリート擁壁  ------  図Ⅲ-2 

（３）空石積み擁壁 --------------------------------------------  図Ⅲ-3 

（４）増積み擁壁  --------------------------------------------  図Ⅲ-4 

（５）二段擁壁 ------------------------------------------------  図Ⅲ-5 

（６）張出し床版付擁壁  --------------------------------------  図Ⅲ-6 

 

（１）練石積み造擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑

制する一時的な対策として、沿打工法や法枠工法といった擁壁補修工を実施してもよいことと

する。 
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図Ⅲ-1 練石積み造擁壁の予防保全対策工の検討フロー 

  

＜練石積み造擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※6 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※7 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で

あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

【擁壁補修工】
・目地詰め工法

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

あり

健全度判定

予防保全対策工の選定

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法
・法枠工法

経過観察 現時点において
は対策不要

Ｙｅｓ

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定では、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mmのク

ラックは、補修後も10mmのクラックとして採点する）。

維持管理
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（２）重力式コンクリート擁壁および鉄筋コンクリート擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑

制する一時的な対策として、沿打工法などの擁壁補修工を実施してもよいこととする。 

コンクリート系擁壁は、練石積み造擁壁と比べて、健全度判定区分「低」であっても構造の

一体性や安定性が損なわれにくいと考えられる。このため、変状が「折損」以外で進行性がな

いことが明らかな場合に限り、雨水の浸透や裏込め材の流出防止、壁面保護や構造一体化が期

待できる擁壁補修工を選定できることとする。ただし、その後は経過観察を実施し、変状の進

行が認められた場合は、擁壁再構築もしくは擁壁補強工を実施する。 
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図Ⅲ-2 重力式コンクリート擁壁および鉄筋コンクリート擁壁の予防保全対策工の検討フロー

＜重力式コンクリート擁壁および鉄筋コンクリート擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※6 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※7 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で

あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

【擁壁補修工】
・目地詰め工法

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

あり

健全度判定

予防保全対策工の選定

変状が「折損」以外
で進行性がないことが

明らか

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法

Ｙｅｓ

【擁壁補修工】
・目地詰め工法

経過観察 経過観察 現時点において
は対策不要

Ｎｏ

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｙｅｓ

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定では、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mmのク

ラックは、補修後も10mmのクラックとして採点する）。

維持管理
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（３）空石積み擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

空石積み擁壁は、不適格擁壁であり構造の一体性や安定性が低いと考えられる。このため、健全度

判定区分「高」であっても、変状が生じている場合は、擁壁補修工を行ったうえで経過観察を行うことと

する。 
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図Ⅲ-3 空石積み擁壁の予防保全対策工の検討フロー  

＜空石積み擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※6 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※7 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で

あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

健全度判定

予防保全対策工の選定

あり

【擁壁補修工】
・沿打工法
・法枠工法

経過観察 現時点において
は対策不要

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｙｅｓ

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定において、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mm

のクラックは、補修後も10mmのクラックとして採点）。

維持管理
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（４）増積み擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

増積み擁壁は、あらかじめ増積み部の荷重を見込んで下部擁壁を築造し、かつ上部と下部が

一体構造であるものを除き、大部分が不適格擁壁であることから、構造の一体性や安定性が低

いと考えられる。このため、健全度判定区分「高」であっても、変状が生じている場合は、補

修のうえ経過観察を行うこととする。 

増積み擁壁は、上載荷重の軽減を図ることで、安定性向上が期待できる。このため、健全度

判定区分「低」であっても、下部の宅地擁壁に変状が認められないこと、上部の宅地擁壁を撤

去することを条件に、排土工法もしくは軽量盛土工法に限り、擁壁補修工を選定できることと

する。ただし、補修後は経過観察を実施し、変状の進行が認められた場合は、擁壁再構築もし

くは擁壁補強工を実施する。 
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図Ⅲ-4 増積み擁壁の予防保全対策工の検討フロー  

＜増積み擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※6 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※7 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で

あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

健全度判定

予防保全対策工の選定

あり下部擁壁に変状がなく、
上部擁壁の撤去が可能

【擁壁補修工】
・排土工法
・軽量盛土工法

Ｙｅｓ

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法
・法枠工法

経過観察 経過観察 現時点において
は対策不要

Ｎｏ

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｙｅｓ

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定において、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mm

のクラックは、補修後も10mmのクラックとして採点）。

維持管理
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（５）二段擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑

制する一時的な対策として、沿打工法などの擁壁補修工を実施してもよいこととする。 

二段擁壁が重力式コンクリート擁壁や鉄筋コンクリート擁壁（コンクリート系擁壁）の場

合、練石積み造擁壁と比べて、健全度判定区分「低」であっても構造の一体性や安定性が損な

われにくいと考えられる。このため、変状が「折損」以外で進行性がないことが明らかな場合

に限り、雨水の浸透や裏込め材の流出防止、壁面保護や構造一体化が期待できる擁壁補修工を

選定できることとする。ただし、その後は経過観察を実施し、変状の進行が認められた場合

は、擁壁再構築もしくは擁壁補強工を実施する。 

二段擁壁は、擁壁の種類に応じて、前述（１）～（４）と同じ考え方で対策工を選定する。 

上段と下段いずれか一方の擁壁再構築を行う場合、他方への影響を防止する必要がある。ま

た、両方を擁壁再構築する場合、所定の離隔を確保して上段と下段の擁壁位置を計画する、あ

るいは一体の擁壁を築造する必要がある。 
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図Ⅲ-5 二段擁壁の予防保全対策工の検討フロー  

＜二段擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 上段と下段いずれか一方の擁壁再構築を行う場合は、他方への影響を防止する必要がある。両方を擁壁再構築する場合は、所定
の離隔を確保して上段と下段の擁壁位置を計画する、あるいは一体の擁壁を築造する。

※6 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※7 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※8 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で
あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

※重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁、
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

【擁壁補修工】
・目地詰め工法

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

あり
・練石積み造擁壁

・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁

健全度判定

予防保全対策工の選定

あり
・空石積み擁壁

・増積み擁壁
ｺﾝｸﾘｰﾄ系擁壁、

かつ変状が「折損」以外で
進行性がないことが

明らか

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法

Ｙｅｓ
※

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法
・法枠工法

経過観察 経過観察 現時点において
は対策不要

Ｎｏ

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｙｅｓ

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定では、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mmのク

ラックは、補修後も10mmのクラックとして採点する）。

維持管理
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（６）張出し床版付擁壁 

健全度判定区分に応じて、以下のとおり予防保全対策工を選定することを基本とする。 

・健全度判定区分「低」：擁壁再構築もしくは擁壁補強工 

・健全度判定区分「中」：擁壁補修工および経過観察（変状に進行が認められ、健全度判定

区分が「低」に至った場合は擁壁再構築もしくは擁壁補強工） 

・健全度判定区分「高」：擁壁補修工（変状が認められない場合は対策不要） 

縦方向の目地のズレ、ふくらみなど、地盤調査や安定解析等が必要となる可能性がある変状

については、専門家に相談することを推奨する。 

張出し床版付擁壁は、擁壁の種類に応じて、前述（１）～（５）と同じ考え方で対策工を選

定することを基本とする。なお、コンクリート床版と支柱の対策は、専門家に相談のうえ、建

築基準法の技術基準に合致した方法で行う必要がある。 
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図Ⅲ-6 張出し床版付擁壁の予防保全対策工の検討フロー 

＜張出し床版付擁壁＞

※1 予防保全対策工の工法は、代表的な例を掲載。

※2 予防保全対策工の概算工事費は表Ⅲ-2～表Ⅲ-4参照。

※3 健全度判定や予防保全対策工法の選定において、次の変状が発生している場合は、地盤調査や安定解析等に基づき検討する必要が
あるため、専門家に相談することが望ましい。
①沈下による縦方向の目地のズレ：基礎地盤の沈下対策として固結工法（表Ⅲ-3参照）が必要となる可能性がある

②前傾・ふくらみ・横クラック ：すべり破壊が想定される場合は、すべりを抑止する対策が必要となる可能性がある

※4 擁壁補強工もしくは擁壁再構築が選定された場合、その工事実施までの期間の変状進行を抑制する一時的な対策として、沿打工法
（表Ⅲ-4参照）などの擁壁補修工を行うことも考えられる。

※5 コンクリート床版と支柱の対策は、専門家に相談のうえ、建築基準法の技術基準に合致した方法で行う必要がある。

※6 予防保全対策工の施工スペースの目安は「2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース」参照。

※7 擁壁補修工は、必要に応じて実施する。

※8 健全度判定区分が「高」であっても、「中」または「低」の対応を選択することも可能である。また、健全度判定区分が「中」で
あっても、「低」の対応を選択することも可能である。

低

宅地擁壁の健全度判定

健全度判定区分

中 高

擁壁再構築が
行える施工スペースを

確保できない

【擁壁再構築】
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工法
・練石積み造擁壁工法

【擁壁補強工】
・網状鉄筋挿入工法
・地山補強土工法

変状の有無

健全度判定

予防保全対策工の選定

あり

【擁壁補修工】
・目地詰め工法
・沿打工法
・法枠工法

経過観察 現時点において
は対策不要

なし

健
全
度
の
再
判
定
・
定
期
的
な
健
全
度
判
定

Ｙｅｓ

Ｎｏ

擁壁補強工もしくは擁壁再構築、擁壁補修工の実施

予防保全対策の実施

行政担当者は、健全度判定結果に応じて勧告・改善
命令の発令について検討するとともに、宅地所有者
に対して専門家への相談、予防保全対策の実施につ
いて指導

必要に応じて、専門家に相談のうえ、調査測量や対策

工設計を実施

調査測量・対策工設計

・5年に1回程度を目安に、定期的に健全度判定を実施

・経過観察が必要とされた箇所は、1年に1回程度、変状の進行性を確認 → 変状に進行が認められた場合は、健全度の再判定

→ 3年間進行が認められなければ、定期的な健全度判定に移行

・不適格擁壁は、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確認 → 異常が確認された場合は、健全度の再判定

※ 擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定では、補修の効果は見込まないものとする（例えば、補修前に確認された10mmのク

ラックは、補修後も10mmのクラックとして採点する）。

維持管理
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2.2 対策工事に必要な概略の施工スペース 

住宅地では、施工スペースおよび搬入路が狭隘なことが多いため、現地状況に合致した施

工可能な対策工法を選定する必要がある。宅地擁壁の予防保全対策工事に必要な施工スペー

スの目安を表Ⅲ-4に示す。ここで示す施工スペースは標準的な条件で概略検討したもので

あり、擁壁高や土質によって変化することに留意する必要がある。また、家屋等が近接する

場合は、適切な離隔を確保することも重要である。 

表Ⅲ-4 予防保全対策工事に必要な施工スペースの目安 

対策工 対策工法 施工スペースの目安 参考図 

擁壁再構築 

練石積み造擁壁工法 
・既存擁壁前面に 2～3ｍ程度以上 

・既存擁壁背面に 3～4ｍ程度以上 
図Ⅲ-7 

重力式コンクリート擁壁工法 

鉄筋コンクリート擁壁工法 

・既存擁壁前面に 2ｍ程度以上 

・既存擁壁背面に 2～7ｍ程度以上 
図Ⅲ-8 

擁壁補強工 

地山補強土工法 ・既存擁壁前面に 5ｍ程度以上 図Ⅲ-9 

網状鉄筋挿入工法 
・既存擁壁前面に 1～3ｍ程度以上 

・既存擁壁背面に 2ｍ程度以上 
図Ⅲ-10 
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図Ⅲ-7 練石積み造擁壁工法（Ⅲ種）の施工スペースの目安

【擁壁高 2.0ｍ】 

【擁壁高 3.0ｍ】 

【擁壁高 4.0ｍ】 

【擁壁高 5.0ｍ】 
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図Ⅲ-8 重力式コンクリート擁壁工法、鉄筋コンクリート擁壁工法の施工スペースの目安

【擁壁高 1.0ｍ】 

【擁壁高 2.0ｍ】 

【擁壁高 3.0ｍ】 

【擁壁高 4.0ｍ】 

＜重力式コンクリート擁壁工法＞ ＜鉄筋コンクリート擁壁工法＞ 
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図Ⅲ-9 地山補強土工法の施工スペースの目安  

【擁壁高 2.0ｍ】 

【擁壁高 3.0ｍ】 

【擁壁高 4.0ｍ】 

【擁壁高 5.0ｍ】 

：仮設足場 
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図Ⅲ-10 網状鉄筋挿入工法の施工スペースの目安  

【擁壁高 2.0ｍ】 

【擁壁高 3.0ｍ】 

【擁壁高 4.0ｍ】 

【擁壁高 5.0ｍ】 

：仮設足場 
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2.3 対策工選定後の対応 

宅地擁壁の健全度判定ならびに予防保全対策工の選定後、行政担当者は、健全度判定結果

に応じて勧告・改善命令の発令について検討するとともに、宅地所有者等に対して専門家へ

の相談、予防保全対策の実施について指導する必要がある。 

特に、擁壁補強工および擁壁再構築の実施にあたっては、地盤調査（参考資料６参照）や

対策工の設計（参考資料２および参考資料４参照）が必要となることから、専門家への相談

が不可欠である。 

また、該当宅地擁壁が宅地造成工事規制区域内に位置している場合、宅地所有者等に対し

て、宅地造成等規制法第 16 条第 2項の規定に基づき、災害の防止のために必要な措置をと

ることを勧告することや、同法第 17 条の規定に基づき改善命令を行うことが可能であり、

健全度判定結果ならびに緊急性や周辺への影響などを考慮して適切なタイミングで実施する

ことが重要である。 

加えて、予防保全対策工として擁壁再構築を選定し高さ 2ｍを超える擁壁を新たに設置す

る場合は、該当宅地擁壁が宅地造成工事規制区域内に位置しているか否かに関わらず、建築

基準法第 6条および第 88条の規定に基づき、工作物確認申請が必要となることにも留意

し、指導を行う必要がある。 

 

予防保全対策工事にあたり、宅地所有者等への支援策としては「宅地防災工事資金融資

（独立行政法人住宅金融支援機構）」がある。また、地方公共団体によっては独自の支援制

度を設けていることもある（参考資料８参照）。行政担当者は、宅地所有者等に対し、これ

らの支援策を周知し、予防保全対策工事を促すことも大切である。 

 

【宅地防災工事資金融資（独立行政法人住宅金融支援機構）】の概要 

地方公共団体から勧告または改善命令を受けた宅地所有者が、宅地防災工事を行うための資

金に対して融資する制度である。 

＜申し込み条件＞ 

下記 1～5の全てに当てはまる宅地所有者 

1 宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準

法のいずれかに基づく勧告又は改善命令を受けた宅地所有者であること 

2 勧告を受けた日から 2年以内又は改善命令を受けた日から 1 年以内であること 

3 年収に占める全ての借入れの年間合計返済額の割合（総返済負担率）が一定の

基準を満たしていること 

4 申込日現在、満 79 歳未満であること（一部例外有） 

5 日本国籍又は永住許可等を受けている外国人であること 
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＜対象となる工事＞ 

1 のり面の保護 

2 排水施設の設置 

3 整地 

4 擁壁の設置（旧擁壁の撤去を含む） 

5 その他（例：ネットフェンスの設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資を受けることができる工事 

（出典；宅地防災工事融資のご案内、令和3 年 10 月、独立行政法人住宅金融支援機構） 

＜融資額＞ 

1,190 万円（融資限度額）又は宅地防災工事に必要な費用のいずれか低い額（10 万円以

上 1 万円単位） 

＜返済期間＞ 

「20年」又は「年齢による最長返済期間」のいずれか短い年数以内（1 年以上 1年単位） 

 

※融資金利、返済方法、申込方法などの詳細は、独立行政法人住宅金融支援機構ホームペー

ジ参照（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/takubo/index.html、参照：2022-

03-10） 
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３．応急措置 

 

応急措置は、Ⅱ編の宅地擁壁の健全度判定で健全度判定区分「低」と判定され、かつ予防

保全対策工事までに長期間を要し、さらに宅地地盤ならびに周辺に重大な影響が想定される

場合に実施する。 

応急措置としては、一般に次のような方法が用いられる。 

・擁壁の倒壊防止：土のう、鋼材等を擁壁前面に設置して宅地擁壁の倒壊を防止する 

・雨水浸透防止 ：ひびわれの目地詰め、擁壁とその背面地盤を防水シートで被覆する

ことで雨水の浸透を防止する 

該当擁壁が空石積み擁壁、増積み擁壁、二段擁壁、張出し床版付擁壁などの不適格擁壁は

特に注意が必要であり、変状の程度や緊急性によっては、全面ないし一部を撤去、極力緩勾

配として表面を防水シートで被覆することを検討する。 

なお、応急措置は仮設的なもので緊急に措置できる反面、長期間放置できないことから、

予防保全対策が可能となった時点で速やかに実施する必要がある。 

また、該当擁壁下方が道路の場合は、関係部局と連携のうえ、通行規制や立ち入り禁止等

の措置を検討・実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)縦・横 86・5cm・高さ 190 ㎝（内 80cm は蓋用)のものに 0.8ｍ3（1t）の土を入れた時の寸法。 

運搬、設置するためにはクレーン・レッカー等が必要である。 

図Ⅲ-11 大型土のう（1t） 

（出典；被災宅地災害復旧技術マニュアル ～熊本地震対応～、平成 29年 3 月、国土交通省・熊本県・熊本市） 
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４．維持管理 

 

宅地擁壁は、経年劣化、地震、豪雨などにより健全度が低下するため、定期的に健全度判

定や経過観察を行い、大規模な修繕や改築が必要となる前に、クラックの補修等を実施して

安全な状態を保つ必要がある。 

宅地擁壁の健全度判定は、健全度「高」と判定された場合でも、5 年に 1回程度を目安に

定期的に実施することが望ましい。 

経過観察は、主に、健全度判定で健全度「中」と判定され擁壁補修工を実施した宅地擁壁

を対象に、変状の進行性を確認するものである。経過観察の結果、変状に進行性が認められ

た場合は、健全度を再判定し、健全度「低」に至った時点で擁壁再構築もしくは擁壁補強工

の実施を検討する。経過観察は、1年に 1 回程度を目安に実施し、主に図Ⅲ-12の手法でク

ラックや目地の開きの拡大などを確認し、進行性の有無を判断する。 

なお、宅地造成等規制法等の技術的基準に適合しない空石積み擁壁、増積み擁壁、二段擁

壁、張出し床版付擁壁などの不適格擁壁は、構造の一体性や安定性が低いとされていること

から、定期的な健全度判定に加えて、地震や大雨直後に変状の進行や新たな変状の有無を確

認することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅲ-12 マーキングやモルタル詰めによる観測 

（出典；宅地擁壁復旧技術マニュアル、平成7年 10月、建設省） 

 

なお、擁壁補修工を実施した宅地擁壁の健全度の再判定においては、補修の効果は見込ま

ないものとする（例えば、補修前に確認された 10mm のクラックは、補修後も 10mm のクラッ

クとして採点）。 

 

近年、定点写真を定期的に撮影しその画像を解析することで変状の進行を把握する手法も

開発されている。将来的にはこのような技術を維持管理に用いることも考えられる。 


